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2. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、世界初の磁性材料フェライトの工業化を目的として1935年に設立され、「創造によって文化、

産業に貢献する」という創業の精神に基づき、受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品及びエナジー応

用製品等の製品の研究開発と商品化に取り組んでおります。 

今後も活力あふれる会社であり続けるために、常に新しい発想とたゆまぬチャレンジ精神によって、株

主、顧客、取引先、従業員、地域社会というすべてのステークホルダーに、より高い企業価値を提供し続

ける企業でなければならないと考えております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは経営の基本方針を具現化してゆくため、具体的に次の項目を指標として事業活動を展開

しております。 

（基本となる重要な経営指標） 

＊ TVA (TDK Value Added) 

TVAは事業活動によって企業が新たに創造した付加価値を計る指標であり、経営上の重要な判断指標と

して採用しております。 

TVAとは投下資本に見合った収益状況を示す当社グループ独自の付加価値指標で、利払前税引後利益と資本コスト(株主資本＋有

利子負債)を比較する指標です。 

（環境を管理する指標） 

＊ 二酸化炭素排出量削減目標 

当社グループが地球環境との共生を推進するための環境活動における行動計画として、二酸化炭素排出

量の削減目標を設定しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、2019年3月期を初年度とする中期3か年計画を策定し、実行しております。これまで

培ってきた素材技術やプロセス技術を先鋭化し、市場のニーズに対応するソリューションの提供を強化する

ことにより、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。さらに高い技術力に基づく「ゼロディフェクト

品質（不良品ゼロ）」を追求するとともに、スピードを重視した経営を行い、真のグローバル化を推進して

まいります。 

エレクトロニクスを取り巻く環境は、大きな転換期を迎えています。化石燃料から再生エネルギーをベース

とする社会への転換（エネルギートランスフォーメーション）、及びIoTやAIといったデジタル技術が社会

のあらゆる領域に浸透することによりもたらされる変革（デジタルトランスフォーメーション）が始まって

います。この大きな潮流は、電子部品需要を飛躍的に拡大するものであり、受動部品、センサ応用製品、磁

気応用製品、エナジー応用製品の4つの主要事業において、市場の求めるソリューションを提供することに

よって売上の拡大を図ってまいります。これらの主要事業に対する投資に加え、新製品開発・新規事業へ効

率的に投資を実施しながら、当社グループ全体の収益性、資本効率の向上を目指してまいります。 

また、この中期経営計画では、売上や利益を拡大することを目標とするにとどまらず、当社グループの社

会的価値を向上させることを最重要課題の一つと捉えております。持続可能な企業活動を通じ、地球規模の

様々な社会的課題の解決に貢献することにより、当社グループの成長を実現し、社会的価値の向上を図って

まいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

エレクトロニクス市場は、中長期的には電子部品需要の拡大が見込まれますが、短期的には米中貿易摩擦、

中国経済の減速やBrexit等の欧州政治リスクなどマクロ経済への影響が避けられず、景気の減速傾向が強

まっております。このような市場環境においても、顧客基盤やアプリケーション基盤の拡大により重点事業

の着実な成長を図るとともに、景気に左右されない収益改善策を確実に実行することにより全社の収益性体

質を強化してまいります。また、中長期的な成長を見据え、重点事業の競争力強化を目指し、継続的な設備

投資を実行してまいります。 

中期経営計画では、当社グループの社会的価値向上を最重要課題の一つと捉えておりますが、その取り組

みを強化するため、サステナビリティ推進本部を新設しました。SDGs（2015 年国連サミットで採択された

17 の持続可能な開発目標）をフレームワークにした事業への取り組みも強化し、持続可能な企業活動で社

会に貢献し、さらなる成長を実現する企業を目指してまいります。 

当社グループにおいては、グループのグローバル化に伴い、法令遵守をさらに徹底するため、グループ全

体を統括する Chief Compliance Officer（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）を任命し、コンプラ

イアンス体制を構築しております。さらにガバナンス体制についても、取締役会の諮問機関として設置した

コーポレート・ガバナンス委員会により、その強化を図っております。 

 

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は、1974年7月にADR（米国預託証券）を発行するにあたり、米国会計基準に基づき連結財務諸表

の作成を開始しました。2009年4月にニューヨーク証券取引所の上場は廃止しましたが、米国における

ADRプログラムは継続しており、連結財務諸表についても、過去の開示情報との比較可能性を確保し株主

及び投資家を保護するという観点から、引き続き米国会計基準を用いております。 

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であ

ります。 
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